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規

則

■群
馬
県
開
発
行
為
等
の
規
制
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
二
月
二
十
六
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
十
七
号

群
馬
県
開
発
行
為
等
の
規
制
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
開
発
行
為
等
の
規
制
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
群
馬
県
規
則
第
四
十
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
印
鑑
証
明
書
」
を
「
本
人
確
認
資
料
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
号
付
表
以
外
の
部
分
中

「

を
」

「

に

注
同
意
書
に
同
意
し
た
者
の
本
人
確
認
資
料
と
し
て

印
鑑
証
明
書

に
よ
ら
な
い
資
料

「

」

」

を
添
付
し
た
場
合
に
は

押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る

、
。

改
め
る
。

別
記
様
式
第
三
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
注
１
を
削
り
、
注
２
を
注
１
と

氏
名

印
氏
名

し
、
注
３
を
注
２
と
し
、
注
４
を
注
３
と
す
る
。

別
記
様
式
第
四
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
注
２
を
削
り
、
注
３
を
注
２
と

氏
名

印
氏
名

し
、
注
４
を
注
３
と
す
る
。

別
記
様
式
第
五
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
注
２
を
削
り
、
注
３
を
注
２
と

氏
名

印
氏
名

し
、
注
４
を
注
３
と
す
る
。氏

名
印

氏
名

係
員

印
係
員
氏

別
記
様
式
第
七
号
表
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
注
２
を
削
り
、
注
３
を
注
２
と
す
る
。

名

氏
名

印
氏
名

建
第

第
係

別
記
様
式
第
十
一
号
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
注
２
を
削
り
、
注
３
を
注
２
と
し
、
注
４
を
注
３
と
す

員
印

係
員
氏
名

る
。

氏
名

印
氏
名

係
員

印
係
員
氏

別
記
様
式
第
十
二
号
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
注
２
を
削
り
、
注
３
を
注
２
と
す
る
。

名

氏
名

印
氏
名

係
員

印
係
員

別
記
様
式
第
十
四
号
表
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
注
２
を
削
り
、
注
３
を
注
２
と
し
、
同
様
式
裏
中
「

」
を
「

」

氏
名

建
ぺ
い
率

建
蔽
率

に
改
め
る
。

氏
名

印
氏
名

係
員

印
係
員
氏

別
記
様
式
第
十
六
号
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
注
２
を
削
り
、
注
３
を
注
２
と
し
、
注
４
を
注
３
と
す
る
。

名

氏
名

印
氏
名

係
員

印
係
員
氏

別
記
様
式
第
十
九
号
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
注
２
を
削
り
、
注
３
を
注
２
と
す
る
。

名

氏
名

印
氏
名

係
員

印
係
員
氏

別
記
様
式
第
二
十
号
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
、
注
２
を
削
り
、
注
３
を
注
２
と
し
、
注
４
を
注
３
と
す
る
。

名

別
記
様
式
第
二
十
二
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
注
２
を
削
り
、
注
３
を
注
２
と

係
員

係
員
氏
名

す
る
。

別
記
様
式
第
二
十
三
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
注
２
を
削
り
、
注
３
を
注
２
と

係
員

係
員
氏
名

す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
な
さ
れ
て
い
る
申
請
等
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
群
馬
県

開
発
行
為
等
の
規
制
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

租
税
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
優
良
な
宅
地
及
び
住
宅
の
認
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
二
月
二
十
六
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
十
八
号

租
税
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
優
良
な
宅
地
及
び
住
宅
の
認
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

租
税
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
優
良
な
宅
地
及
び
住
宅
の
認
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
群

馬
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
及
び
第
十
二
条
第
二
項
中
「
記
名
及
び
押
印
を
し
な
け
れ
ば
」
を
「
そ
の
氏
名
を

記
載
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
号
、
別
記
様
式
第
三
号
、
別
記
様
式
第
五
号
、
別
記
様
式
第
七
号
か
ら
別
記
様
式

第
九
号
ま
で
及
び
別
記
様
式
第
十
一
号
表
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

氏
名

印
氏
名

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
な
さ
れ
て
い
る
申
請
等
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
租
税
特

別
措
置
法
に
基
づ
く
優
良
な
宅
地
及
び
住
宅
の
認
定
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

群
馬
県
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
二
月
二
十
六
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
十
九
号

群
馬
県
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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群
馬
県
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
細
則
（
平
成
二
十
一
年
群
馬
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中
「
届
出
人
の
印
鑑
登
録
証
明
書
及
び
」
を
削
る
。

第
十
条
第
三
号
中
「
第
十
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一

号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
十
四
条
の
二
第
一
項
第
五
号
」
を
「
第
十
四
条
の
二
の
二
第
一

項
第
五
号
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
二
項
中
「
実
印
を
押
印
の
上
、
印
鑑
登
録
証
明
書
」
を
「
、
当
該
申
請
を
す
る
者
が

本
人
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
」
に
改
め
る
。

印
鑑
登
録
証
明
書

「

別
記
様
式
第
一
号
中
「

」
を
「

」
に
、

氏
名

印
氏
名

宅
地
建
物
取
引
士
証

交
付
を
受

（

申
請
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

「
を

け
て
い
る
場
合

宅
地
建
物
取
引
士
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
場
合
は

宅
地
建
物
取
引

）
」

（
、

に
改
め
る
。

）
」

士
証

別
記
様
式
第
二
号
か
ら
別
記
様
式
第
六
号
ま
で
の
規
定
中
「

」
を
「

」
に
改

氏
名

印
氏
名

め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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公 告■

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により笹川沿岸土地改良区の定款の変更を令和

３年２月１６日認可したので、同条第３項の規定により公告する。

令和３年２月２６日

群馬県知事 山 本 一 太

建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第１３条の規定により、令和３年二級建築士試験を次のとおり実施する。

なお、試験の実施に関する事務は、同法第１５条の６第１項の規定により、公益財団法人建築技術教育普及セン

ターに行わせる。

令和３年２月２６日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 試験の期日及び時間

(1) 学科の試験 令和３年７月４日（日）

学科Ⅰ（建築計画）及び学科Ⅱ（建築法規） １０時１０分～１３時１０分（３時間）

学科Ⅲ（建築構造）及び学科Ⅳ（建築施工） １４時２０分～１７時２０分（３時間）

(2) 設計製図の試験 令和３年９月１２日（日） １１時～１６時（５時間）

２ 試験の場所

(1) 学科の試験 高崎健康福祉大学 高崎市中大類町３７－１

(2) 設計製図の試験 高崎健康福祉大学 高崎市中大類町３７－１

３ 試験の受験申込手続

(1) 受験申込受付の期間及び時間

ア 期間 令和３年４月１日（木）から同月１５日（木）まで

イ 時間 受付開始日の午前１０時から受付終了日の午後４時まで

(2) 受験申込方法 新規受験者を含めた全ての者が、インターネットによる受験申込を行うものとし、公益財団

法人建築技術教育普及センターのホームページ（http://www.jaeic.or.jp/）において、必要な事項を入力し、

申し込むこと。

(3) インターネットによる受験申込が行えない正当な理由がある場合（身体に障がいがありインターネットの利

用が困難である等）には、令和３年４月７日（水）までに公益財団法人建築技術教育普及センター本部に申し

出ること。

４ 学科の試験の免除の申請 学科の試験の免除の申請は、令和元年又は令和２年の学科の試験に合格した者に限

り行うことができる。

なお、免除の申請に当たっては、令和元年若しくは令和２年の二級建築士試験（他の都道府県知事が行ったも

のを含む。）の学科の試験の合格通知書又は令和元年若しくは令和２年の設計製図の試験の不合格の通知書で令

和３年の学科の試験が免除できる旨記載されたものを貼付することにより行うこと。

５ 受験票の交付等 受験票（受験番号、試験場等を明記したもの）については、原則として、令和３年６月１８

日（金）頃から、受験有資格者にインターネットによる受験申込手続き完了後から利用できる受験者専用ページ

において交付する。
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なお、インターネットによる受付が行えなかった者の受験票については、令和３年６月１８日（金）頃、受験

有資格者に発送する。

６ 合格者の発表及び合否の通知 令和３年１２月２日（木）（予定）。合格者に合格の旨を、不合格者に不合格

の旨及び成績を通知する。

なお、学科の試験については、同年８月２４日（火）（予定）。

７ 合否判定基準の公表 合格者の発表の際に、知事の決定した合否判定基準を公益財団法人建築技術教育普及セ

ンター支部等に掲示する。

８ その他

(1) 設計製図の試験の課題は、令和３年６月９日（水）頃から公益財団法人建築技術教育普及センターのホーム

ページ（http://www.jaeic.or.jp/）において公表する。

(2) 受験に際し、身体に障がいがあるため特に何らかの措置を希望する者は、あらかじめ受験期間内にその旨を

申し出ること。

建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第１３条の規定により、令和３年木造建築士試験を次のとおり実施する。

なお、試験の実施に関する事務は、同法第１５条の６第１項の規定により、公益財団法人建築技術教育普及セン

ターに行わせる。

令和３年２月２６日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 試験の期日及び時間

(1) 学科の試験 令和３年７月１１日（日）

学科Ⅰ（建築計画）及び学科Ⅱ（建築法規） １０時１０分～１３時１０分（３時間）

学科Ⅲ（建築構造）及び学科Ⅳ（建築施工） １４時２０分～１７時２０分（３時間）

(2) 設計製図の試験 令和３年１０月１０日（日） １１時～１６時（５時間）

２ 試験の場所

(1) 学科の試験 高崎健康福祉大学 高崎市中大類町３７－１

(2) 設計製図の試験 高崎健康福祉大学 高崎市中大類町３７－１

３ 試験の受験申込手続

(1) 受験申込受付の期間及び時間

ア 期間 令和３年４月１日（木）から同月１５日（木）まで

イ 時間 受付開始日の午前１０時から受付終了日の午後４時まで

(2) 受験申込方法 新規受験者を含めた全ての者が、インターネットによる受験申込を行うものとし、公益財団

法人建築技術教育普及センターのホームページ（http://www.jaeic.or.jp/）において、必要な事項を入力し、

申し込むこと。

(3) インターネットによる受験申込が行えない正当な理由がある場合（身体に障がいがありインターネットの利

用が困難である等）には、令和３年４月７日（水）までに公益財団法人建築技術教育普及センター本部に申し

出ること。

４ 学科の試験の免除の申請 学科の試験の免除の申請は、令和元年又は令和２年の学科の試験に合格した者に限

り行うことができる。
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なお、免除の申請に当たっては、令和元年若しくは令和２年の木造建築士試験（他の都道府県知事が行ったも

のを含む。）の学科の試験の合格通知書又は令和元年若しくは令和２年の設計製図の試験の不合格の通知書で令

和３年の学科の試験が免除できる旨記載されたものを貼付することにより行うこと。

５ 受験票の交付等 受験票（受験番号、試験場等を明記したもの）については、原則として、令和３年６月１８

日（金）頃から、受験有資格者にインターネットによる受験申込手続き完了後から利用できる受験者専用ページ

において交付する。

なお、インターネットによる受付が行えなかった者の受験票については、令和３年６月１８日（金）頃、受験

有資格者に発送する。

６ 合格者の発表及び合否の通知 令和３年１２月２日（木）（予定）。合格者に合格の旨を、不合格者に不合格

の旨及び成績を通知する。

なお、学科の試験については、同年９月７日（火）（予定）。

７ 合否判定基準の公表 合格者の発表の際に、知事の決定した合否判定基準を公益財団法人建築技術教育普及セ

ンター支部等に掲示する。

８ その他

(1) 設計製図の試験の課題は、令和３年６月９日（水）頃から公益財団法人建築技術教育普及センターのホーム

ページ（http://www.jaeic.or.jp/）において公表する。

(2) 受験に際し、身体に障がいがあるため特に何らかの措置を希望する者は、あらかじめ受付期間内にその旨を

申し出ること。
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病
院
管
理
規
程

■群
馬
県
病
院
事
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
二
月
二
十
六
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
二
号

群
馬
県
病
院
事
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

群
馬
県
病
院
事
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
五
年
群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
九
項
中
「
行
う
業
務
」
の
下
に
「
、
患
者
の
診
療
業
務
等
」
を
加
え
る
。

附
則
第
十
項
中
「
四
千
円
」
を
「
八
千
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
附
則
第
九
項
及
び
第
十
項
の
規
定
は
、
令
和
三
年
三
月
一
日
以
後
に
従
事
す
る
業
務

等
に
係
る
感
染
症
特
定
業
務
手
当
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
従
事
し
た
業
務
等
に
係
る
感
染

症
特
定
業
務
手
当
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

群
馬
県
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

令
和
三
年
二
月
二
十
六
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
病
院
管
理
規
程
第
三
号

群
馬
県
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

群
馬
県
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
令
和
二
年
群
馬
県
病
院
管
理
規
程

第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
七
項
中
「
行
う
業
務
」
の
下
に
「
、
患
者
の
診
療
業
務
等
」
を
加
え
る
。

附
則
第
八
項
中
「
四
千
円
」
を
「
八
千
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
附
則
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
は
、
令
和
三
年
三
月
一
日
以
後
に
従
事
す
る
業
務

等
に
係
る
感
染
症
特
定
業
務
手
当
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
従
事
し
た
業
務
等
に
係
る
感
染

症
特
定
業
務
手
当
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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